
緊急時生徒引き渡しマニュアル（保護者用） 

上越市立城北中学校 

 

１ 保護者引き渡しを行うケース 

・大規模な自然災害（地震・洪水・土砂災害等）や犯罪・紛争が発生し、生徒に危害が及ぶ恐れがあるとき 

 

２ 保護者引き渡しの連絡手段 

（１） 通信手段（電話・メール等）が使えるとき 

・学校からのメールや電話による連絡を受け、城北中に行く。 

（２） 上越市の一斉放送が使えるとき 

・振興局の一斉放送で引き渡しを確認し、城北中に行く。 

（３） すべての通信手段が途絶し、連絡できないとき 

・保護者の判断で城北中に行く。 

 

３ 引き渡し場所 

〇原則、城北中を引き渡し場所とする。 

 

４ 引き渡しの手順 

（１） 来校 

交通整理の指示に従って、車を駐車してください。 

（２） 受付 

第一音楽室横の保護者入り口で、「緊急時引き渡しカード」へ必要事項を記入してください。 

（３） 引き渡し 

① 次の点を確認します 

●生徒名 

●続柄 

●引き取り者名 

② その後、お子さんを呼び「この人は誰ですか？」と質問し、確認事項と一致すればお子さん

を引き渡します。 

（４） お願い 

〇学校から保護者に直接引き渡していきます。 

〇どうしてもその時に引き取りに来られない場合は、学校でお子さんをお預かりしています。 

〇原則、自分のお子さんのみを引き取りに来てください。どうしても知り合いに引き取りを頼まな

ければいけない場合は、自宅に連れて帰られた後、必ず学校に連絡をください。 

 


